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(注1） 「訴舩』とは‘次の事件をいう。

’民事控翫(ﾈ）
2民事上告(ツ）

3民事再審訴舩(ム）

4民事第一審(ワ）

5行政第一審(行ケ）

6行政控訴(行.）

7行政再審読舩(行ｿ）

(注3） 「その他｣は,次の事件である。
1民事上告提起(ネオ）
2民事上告受理申立て(ネ受）

3民事特別上告提起(ﾂﾃ）
4民事許可抗告申立て(ラ群）

5民事特別抗告提起(ラク）

6人身保履(人ナ）

7民事雑(ヴ･人ウ）
8行政上告提起(行サ）
9行政上告受理申立て(行ﾉ）

･10行政特別上告提起(行ｼ）
’’行政許可抗告申立て(行ﾊ）
12行政特別抗告提起(行セ）
13行政雑(行ﾀ）

14調停

(注2） 『抗告｣とは,次の事件をいう。

1民事抗告(民事,執行,家事)(ラ）

2民事再審抗告(ﾑ）
3行政抗告(行ス）

4行政再審抗告(行ｿ）

(注4)令和3年の件数は, 10月31日までの実件数を基礎として年間の件数を算出した推計値である｡
その算出方法は.次のとおりである。

1令和3年の年間の新受件数(推計胸，
（令和3年1月～令和3年10月の新受件数)x(令和2年の年間の新受件数）

÷(令和2年10月の新受件数）
． 6

2令和3年の年間の既済件数(推計値）

（令和3年1月～令和3年10月の既済件数)x(令和2年の年間の既済件数）
÷(令和2年10月の既済件数）

3令和3年末の未済件数(推計値）
（令和2年末の未済件数)＋(令和3年の年間の新受件数(推計値))－(令和3年の年間の既済件数(推計値)〉

※知財窩裁の事件数を除く（以下の各表についても同様である｡)。

※令和2年の数値は,速報値である(以下の各表についても同様である｡)。

-1-

訴訟(注'）

新受 既済 未済

抗告(注2）

新受 既済 未済

その他(注3)

新受 既済 未済

合計

新受 既済 未済
平成23年 9,352 9,411 3,631 2,595 2,570 707 5,535 5,465 1,170 17.482 17,446 5,508
うち行政事件散 456 446 233 68 78 26 820 794 199 1 344 1,318 458

平成24年 9,262 9,551 3,342 2,959 3,093 573 6,209 6,190 1,189 18 430 18.834 5,104

うち行政事件数 548 535 246 80 80 26 793 818 174 1 421 1,433 446

平成25年 81233 8,673 2,902 2,692 2ｩ766 499 6,534 6,374 1,349 1フ 459 17,812 4,751

うち行政事件敵 591 621 216 74 76 24 841 835 1 1 506 1,532 420

平成26年 7,526 7,689 2,739 2,698 2,740 457 5,904 6,059 1,194 16 128 16,488 4,391

うち行政事件数 556 543 229 90 79 35 808 797 191 1 454 1,419 455

平成27年 7,226 7.418 2,547 2j604 2,410 651 5,548 5,663 1,079 15,378 15,492 4,276
うち行政事件数 534 545 218 98 90 43 821 835 17フ 1,453 1 470 438

平成28年 6,738 6,848 2,437 2,390 2,388 653 5,717 5,672 1,124 14,845 14 908 4,213

うち行政事件数 501 522 197 67
句
70 40 780 787 170 1,348 1 379 407

平成29年 6,584 6,612 2,409 を,563 2,635 581 14,9釦 14.649 1,405 24,077 23 896 4,394
うち行政事件数 450 465 182 88 97 31 2.856 2,850 176 3,394 3 412 389

平成30年 6,339 6j533 2215 2,570 2,551 600 5,632 5,877 1,160 14,541 14 960 3,975

うち行政亭件数 413 432 163 98 102 27 754 808 122 1,265 1 342 312

平成31年／令洞 6,024 5,787 2,452 2,783 2,875 508 ･7,265 7,064 1,361 16,072 15 724 4,322
うち行政事件数 407 388 182 145 149 23 1 256 1,237 141 1,808 1 773 347

令和2年 5,015 4,390 3,077 2,584 2455 637 6 285 5,813 1,835 13,886 12 658 5,549

うち行政事件敵 303 294 191 1 98' ’ 90 ,〆 31 1 166 771 536 1,567 1 155 758
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第2表訴訟事件(ネ,行．,行ケ,ツ等)(新受･既済･未済)件数年度別図表
J

（平成23年から令和3年10月まで）

(濁令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した

推計値である。
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第3表民事控訴事件(ネ)(新受･既済･未済)件数年度別図表

｛平成23年から令和3年10月まで）、

(注)令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である｡
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第4表行政控訴事件(行.)(新受･既済･未済)件数年度別図表

(注）令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第5表民事上告(簡裁第一審)事件(ﾂ)(新受･既済･未済)件数年度別図表

6

(注）令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。

Z叩
’

６
３
５
５
１
１

６
８
■

■
■

C ■

l3

-5-

重類 新 受 既済 未 済
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第6表の1 抗告事件(ラ,行ス等)(新受･既済･未済)件数年度別図表

（平成23年から令和3年10月まで）

I

(注）令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第6表の2抗告事件(ラ)(行ス)種別新受件数内訳表

(注）令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第7表特別部担当事件年度別一覧表

令和3年10月31日現在

(注1）

(注2）

(注3）

(注4）

第1特別部は, （行ケ)のみ計上

第2特別部は,（人ナ)のほか， （ネオ)，

第3特別部は, （行ケ)及び(ワ)を計上

第4特別部は， （行ケ)のみ計上

(ラク)を含む。
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第8表 民事控訴事件(木)の終局区分別内訳

(平成23年から令和3年10月まで）

種類 総数 判決 和解 取下等
年 ％ 蝿妬

23 8572 4‘585 53.5 2,577 30.1 1,410 16．4

郷
一
蕊

8,“1 5,062 5a6 2；536 29.3 1,043 12．1

7,6“
事-

6,772

4，441
－写･~~－－＝＝一二二一

･ 3,920

58.1 2,338 30｡6 865 11．3

泌
一
”

57国9 2,246 33.2 帥6 8.9

6,597 3,788 57．4 2,062 31.3
-

3u7

747 11．3

28 5,97611 3､6051 60．3 1.833 538 9.0

29 5,818 3｡380 58.1 Ⅲ7981 3“ “0 11．0

’ 30 5,8461 314361 58.8i ll825 31．2 585 10.@

31．1 5,182 3,187′ 61.5 1,568 30,3 427 8．2
『

2 3,995 2,330 59.7 1,141 29.2 434 11．1■

蕊蕊聯に蝿3 灘瀬競

鶚 農謹進蕊
篭識隙嬢
3161T蕊

遥9勢

撚篝識 蕊溌 瀦鰯I撫蝿鰯 謹蕊I職擬蕊藤
2(1～10） 2,573 1,536 59.フ ？21 28.0

(注）令和3年の件数は, 10月81日までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である。 ‐ ‐

ー
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23年・ 2‘鐸 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31．1年 2年 3年
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第9表の1 民事･行政事件の判決における取消し,上告件数等調べ

(湖1上告提起と上告受理申立ての双方があったものについては, 1件として計上した。

(注)2行政第宇審(行ケ)の件数は,総数から知的財産に関する事件数を控除したものである。
(注)3令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である。
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第9表の2 原判決取消件数等推移表

行政第一審(行ケ）
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20 17
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23年 24年 25年 26年 27年 28年29年 30年31･1年. 2年 3年

<注）令和3年の件数は, 10月31日までの実件数を基礎として年間の件数を算出した推計値である。
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第10表 許可抗告申立事件(新受･既済･未済)件数調べ

（平成23年から令和3年10月まで）

10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を(注） 令和3年の件数ば1C

算出した推計値である。

－12－
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第11表の1 民事･行政既済事件の審理期間調べ
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第洲褒の2既済事件審理期間内訳鰻

(令瀦3年1月から10月まで）
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第12表の1 民事･行政未済事件の審理期間調べ

令和3年10月31日現在
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第12表の量未済事件審理期間内訳表

令和3年10月31日現在

’ 騨鯛""| ､蝋|｢国難'兵蕊1塁覇T忘潭葱’
..~､…･ー~一一…一"…~‐一一…震～晶一.胃'.．.ー一T~弓.こ.－…宮．.一一‘~ー｡~~…‘……'一.--.---~~弓.---一~~－－－．曇…電一一~.……唾……唇･一－－"＝=一一一．－－－．－－－

｜ ,21271 i 6581民事控訴(ﾈ） 221 47 7！ 4

1行政控訴(行.） I ;噸| 4フ 151-で一息i Ol~ 園，
,行政鰐一審(行ケ) ’■w ,ガjal81一二,｣－…01二一豆I

6月超
1年以内

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
5年以内

審理期間 6月以内 5年超

’
智

噸》罰

ーー一甲 一勺甲一

民事控訴(ネ）

鬮
〃

０

８

１

１

■

Ⅱ

０

■

・

０

９

■

。

■

Ⅱ

■

■

■

Ⅱ

■

行政控訴(行．

『

姪鰯i~E=-､ ，

■

，

「

１

ざ

■

､. －－Js一一 一一一一一一一 ■■■”凸.=

、､．」
．,6月以内

､ ’ 64.0％

-16－



ｌ
０
１
Ｐ
ｆ
Ｉ
９
６
ｔ
■
■
９

第12表の3 種類別民事古行政未済事件の審理期間内訳表

令和3年10月31日現在
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第13表多数冊事件新受件数年度別経過表及び図表(平成23年から令和3年10月31日まで）
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第14表法廷内における写真撮影回数及び傍聴券交付回数
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第15表の1 民事･行政事件(新受･既済b未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ

(令和2年）
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【機密性2】

令和3年度刑事事件概況説明資料

東京高等裁判所刑事部



【機密性2】

3次目

第1表刑事控訴事件（新受，既済，未済）人員年度別図表…・ ・ ・ ・ ・……． ．……1

（平成13年～令和2年）

第2表刑事控訴事件新受，既済，未済人員年度別集計表………・ ・ ・ ・…･ ･ ･ ･…・ 2

（平成24年～令和3年8月末）

第3表刑事事件新受，既済，未済人員及び全国高裁に占める割合調べ･……・…・ 3

（平成22年，同27年，令和2年）

第4表 1万丁以上(50kg以上）の控訴事件係属状況 ・………・…………･ 4

（令和3年11月末現在）

第5表刑事控訴既済事件終局区分別一覧表 （令和3年8月末）………･……5

第6表刑事控訴既済事件審理期間別一覧表 （令和3年8月末）…・……･…・ 5

第7表控訴審破棄率（東京高裁・全事件） ． ．…･ ･ ･……． ．……． ， ．……･…・ 6

（昭和54年，平成元年，同14年， 同24年， 同29年，令和3年8月末）

第8表刑事控訴未済事件審理期間別一覧表 （令和3年8月末） ・ ； ･…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7

第9表係属2年を超える刑事控訴未終局事件一覧表 （令和3年11月末） ・…・ ・ 8

第10表抗告事件受理状況 （平成24年～令和3年8月末） ． ．…・…………・ ’ 9

第11表保釈に関する抗告審（東京高裁）の状況（平成23年～令和3年8月末） ・ ・ 10

第12表法廷警備要請件数 （平成23年～令和3年11月末）…･…． ． ．……・ 11

第13表裁判員裁判対象事件に関する統計資料一覧表，……・ ・ ・……・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ 12

①受理人員 （令和2年1月1日～令和3年8月末）

②終局区分別一覧表 （令和2年1月1日～令和3年8月末）

③控訴審破棄率（東京高裁・一審裁判員裁判） （平成21年～令和3年8月末）



【機密性2】

刑事控訴事件(新受｡既済｡未済)人員年度別図表（平成13年～令和2年）
人員

4000 一ｰー 一

一参一新受

3475 3542 3476 3536
一肇一既済

3500
3165

3228 3535 ･球惇一未済
3036

3 59 3442 3409 3474 一

へ

3216 一幸1か部あたりの平均分配人員
3000

3136
2990

24272錘6 23442439 2398
2500

3

一 一ｰ 之2000 －－－－一÷

一 ー21"18
2014ｰ

1500

1000 810 822

‐』雲1“竺製_雲難_異な一一一世＝
6

500
306 323 313 295 284 2”261 248

■

219 209 218 238 249 240 267 243 231 244 232 21 3

O

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26H27 H28 H29 H30 H31/ R2

R1

年度

拙
學
州



【機密性2】

刑事控訴事件新受，既済，未済人員年度別集計表 （平成24年～令和3年8月末）
●

画

＊指数はいずれも平成24年度の人員を10:0とし，小数点第2位を四捨五入したものである。 細
い
剛

新受

人員 指数 ＊

既済

人員 指数 ＊

未済

人員

『
０
毎
■
■
■

■
■
●
■
申
■
合
■

指数 ＊

H24 2381 100.0 2403 100.0 469 100.0

H25 2245 94.3 2235 93.0 479 102．1

H26 2160 90.7 2118 88.1 521 111．1

H27 2399 100．8 2427 101．0 493 105． 1

H28 2426 101.9 2285 95． 1 634 135．2

H29 2306 96．9 2344 97.5 596 127．1

H30 2439 102.4 2369 98.6 666 142.0

H31/R1 2319 97.4 2398 99.8 587 125．2

R2

8月末

2133

(1373)

89.6

57．7

2014

(1156）

83.8

48．1

706

(804）

150.5

17L4

R3

8月末 (1494）

Ｐ
●
●
●
Ｄ
●
■
申
●
Ｄ
Ｄ
Ｃ
。

62.7 (1450） 60.3 (750） 159.9



【機密性2】

刑事事件新受，既済，未済人員及び全国高裁に占める割合調べ （平成22年， 27年，令和2年）

の

＊ （％）は小数点第2位を四捨五入したものである。 謡
い
鮒

年
度 事件の種類

項目 新受人員

全国 東京 ％

既済人員

全国 東京 ％

未済人員

全国 東京 ％

平
成
塊
年

総 数

訴
訟
事
件

計

控 訴 審

特別権限の第1審

再 審

その他の事件

10419

6803

6803

0

0

3616

3676

2504

2504

0

0

1172

35.3

36.8

36.8

0.0

0.0

32.4

10477

6856

6856

0

0

3621

3717

2551

2551

0

0

1166

35.5

37.2

37.2

0.0

0.0

32.2

1690

1590

1590

0

0

100

607

566

566

0

0

41

35.9

35.6

35.6

0.0

0．0

41．0

平
成
”
年

総 数

訴
訟
事
件

計

控 訴 審

特別権限の第1審

再 審

その他の事件

9694

6017

6017

0

~

0

3677

3633

2399

2399

0

0

1234

37.5

39.9

39.9

0.0

0.0

33.6

9745

6078

6078

0

0

3667

3654

2427

2427

0

0

1227

37.5

39.9

39.9

0.0

0.0

33.5

1437

1282

1282

0

0

155

562

493

493

0

0

69

39.1

38．5

38.5

0.0

0.0

44.5

令
和
２
年

総 数

訴
訟
事
件

計

控 訴 審

特別権限の第1審

再 審

その他の事件

10505

5398

5398

0

0

5107

3867

2133

2133

0

0

1734

36.8

39.5

39.5

0.0

0.0

34.0

10461

5332

5332

0

0

5129

3787

2014

2014

0

0

1773

36.2

37.8

37.8

0．0

0.0

34.6

1658

1466

1466

0

0

192

761

706

706

0

0

' ． 55

45.9

48.2

48.2

0.0

0.0

28.6



【機密性2】
第4表

1万丁以上の控訴事件係属状況 令和3年11月末現在

－ ■ー岳､『ダｰｰﾍ峰一一耳▼ー口云竜一串＝一一一一鈩画一ー一一一宇一一F■,早＝■｡= 4一一”一 ﾏｰｰﾏ訂 ■ ■■ F－1･ ■二一・＝ ’乱ﾛﾏﾛ可Lq LJ1 一

|部|受理零月圖|事件番号｜ 事件名(通称名） ｜ 被告人氏名｜原審庁＃被告人氏名 ｜原審庁名事件番号 事件名(通称名）部｜受理年月日

■← ■ 上垂●q ■ ■■■ 守庁両両F一一 ■ ■■ . 1q壷

|鰄響朧録ｱ” 進行状況

法人税法違反,消費税
法違反,地方税法違
反詐欺

令和4年3月11日
第1回公判期日

東京地R2.5.29 1 2(a)868 12,3911

｜

■

■

1

東京地 公判期日未指定副う)9681関税法違反 58,241R2.6.30
Ｐ
■
■
Ⅱ
■

東京地 公判期日未指定2(う)1254 所得税法違反 46,802R2.8.201

日
可
Ｊ
■
・
■
■
■
０

１
０
泊
■

日
■
Ｉ

令和4年2月9日
第2回公判期日

元(う)2057 業務上過失致死傷 東京地10IR元.12.5 22,928

■■■ ■■■ ■■ ー1K一■ ■ ■ 画間 Pー9－■空

50kg以上の控訴事件係鍵状況 令和3年11月末現在

b､ 可 四℃旬 ■面＝卸ﾛ 玩守Uー■と .－J． ､＝二■ﾛF■■ 雨● ＝dFP－bF 三E生．伝▲■ 一、

…弱

部 受理年月日|事件番号 事件名樋称名） 進行状況

令和4年1月31日
騨蕊鰯浦 I |

進行状況

令和4年1月31日

答弁害提出期限■■■■

'一章癌(適澗｜ 被告人氏名 l
Q

｡

被告人氏名 原審庁名 原審記録kg数

一■ ー＝ 宮 辛 ■F一色 ●玉an■ p ■ ■ ﾛ 山=?ー■ 可ー』 一一 F AⅡ．j＝n台q pd ■ 守で － …一望…＝■凸一生

私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関
する法律違反

東京地R3.4.26 1 3(9)784 143‘86

収賄,組織的な犯罪の
処罰及び犯罪収益の
規則等に関する法律違
反

令和4年1月11日

控訴趣意害提出期N－■

Ｆ
１
。
Ⅱ
■
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｈ
Ｆ
ｌ
■
Ｉ
‐
６
１
卜
Ｉ
Ｆ
Ｐ

東京地馴う)1736 60.310 R3,10.27

令和3年12月10日

控訴趣意害提出期限■■■■
3(う)1820 東京地’ 50．8詐欺1.1 R3.11.11

』

■

■

■
■
■
■
■

令和4年1月27日
判決予定

東京地’ 71．1R3.6.21 13(,)1072 詐欺12

〆

4



【機密性2】

第5表

刑事控訴既済事件終局区分別一覧表（令和3年8月末）

歌
、
剛

*2:破棄自判有罪に対する割合
*3:執行猶予を付されたものに対する割合

01

第6表

刑事控訴既済事件審理期間別一覧表（令和3年8月末）

鋼
の
剛

総数
(人員）

破棄自判
毛

有罪 無罪 その他

破棄差戻
同移送

控訴棄却
うち

決定棄却

取下 その他

1450

訳令◆■◆●．｡．●．●●■q●。●･■●｡G●■今●●●●●●

：総数に対する
●

§割合 ＊1
●

124

●G●●鎧■●申●■■申の●■・口早､◆oDQCOeC4

8.6％

33

､■●●寺｡｡■･●ﾀ寺0｡◆G●e●申･甲CGU■●■●.

(26.6%)*2

8 。

､申･ゆめ⑧凸｡｡▲｡●■●｡■■Gee●函巳●e●■◆

(24.2%)*3

6

●弓■■●■●●●早●e●●●●｡◆qgC◆｡“｡●･■

0.4%

0

●●｡●◆●●●■C■●■■“■■●●G●のe■●…

0.0％

6

■■Ce●●■｡“｡●●■●●e■己■●■｡●B凸■■●

0.4％

1033

G●①①●●CG■●G4a●■●■｡■｡q●･･申◆■●の

71.2%

2

▲■凸▲一心凸■早●早●白い､申●①｡■0｡●●－■

0.2％

273

●UeDq■●－●･争●凸◆●･●●●●●t■●｡､●

18.8％

8

甲●､●■■●8■a申わむe■■●申今●●･･■●中中”

0.6％

総数
(人員）

1月

以内
2月

以内

3月

以内
6月

以内
1年

以内
2年
以内

3年

以内
5年
以内

5年超

令和3年
8月末

1450

総数に占める割合*4

■●●■■■■■■●■句己G●各■●、●■●●●■■■a■●｡■■●●09句●●●●■｡■q

割合の累積＊4

183

12．6%

■q■●｡■■●■。●e①■●●O●●●■旬①巳■●■●■

12.6％

81

5.6％

■●●●■●●毎■Bep■■■●●、■■■●●●e■B■■

18.2％

225

15．5％

..............…｡..:...….、

33.7％

810

55.9％

●e●BG●●e各e■●■B■●●■●●◆●●●●●｡■

89.6％

130

9.0％

■■■●凸■■■■●●■●●■｡｡由■ひ●■｡●｡■寺●｡

98.6％

19

1.3%

■由■1■■－●●｡●｡●凸合■ロー■4■■4■■■令●■ー

99.9%

2

0.1％

旬･●■①●●●◆●｡白■◆●●●●●｡●●●G●■■■■

100.0％

0

0.0％

100.脇

0

0.0%

●●●■凸■■色●■■■■●争中●●■印｡⑧■｡eq■■■

･100.0％



【機密性2】

⑦控訴審破棄率(東京高裁｡全事件）
Z5.0%

22．8％

ZO

20－0％

15.8％

15‘0％ 13.7％

9.7％
％9.4ヨ2呪9.1％9.0兇10.0％

5.6％
直
り 9％ 57％

％
％

、 ％
艶
２
５
』
■
■

５
４

O》
5.0％

泓
一

2

1.9％
1．3％

一一一
一
一
一

一

一

0．0％

平成24年 平成29年 令和3年8月末平成元年 平成74年昭和54年

一破棄率－1項破棄率一事実誤認破棄率－2項破棄率

， 昭和54年 平成元年 平成14年 ’ 平成24年 軍筬皀盲琿 令和3年8月末
3076

701 （22.8%）
639（20.8%）

82 （2.7%）
180 （5.9%）

1506 3216

507 （15.8%）
239 （7-4%）

2404

233 （9唇7%）
77 （3.2%）

33 （1-4%)’
159 （6.6%）

2344 1450

136 （9.4%）
54 （37%）

26 （1.8%）
83 （5.7%）

東京高裁全事件数

破棄事件数(破棄率）

1項破棄数(同破棄率）

うち事実誤認数(同破棄率）

2項破棄数(同破棄率）

(13.7%）
す

(9.2%)’
両.5%)’

206 215

105

30

－

(4-9%)｜
(1.3%)｜

(9.0%）

74

20

136

識
剖
鮒

62 （1.9%）

293 （9.1%）
(1.3%）

123 （5.2%）
－

注1)各破棄数につき,破棄理由が複数ある場合は,重複して計上した。

注2)令和3年の数値は『同年8月末日現在のものである。



【機密性2】

一

刑事控訴未済事件審理期間別一覧表（令和3年8月末）

司

謡
、
剛

＊1 パーセンテージ表示は小数点第2位を四捨五入したものである。

総数
(人員）

1 月

以内
3 月

以内
6 月

以内
1 年

以内
2年
以内

2年を
超える

令和3年
8月末

749 174 258 227 56 26 8

3
8

i総数に対する
;割合*1
§

①ｅ
△
ロ■争争●●■■■■ａ■す■■■●Ｑ●●●●●■

Ｄ
Ｃ

累積

23.2％

●■●■■｡●配巳■■巳●e■■寺●岳■■■●●令■◆●b●●●●●●①●■●｡■●■岳■■

23.2％

34.4％

■■●□●、●●■●●●q■●●●己｡■●●‐●■●●●｡●■●｡●cc｡｡ーO■e■●■●

57.7％

30.3％

88.0％

7.5％

95.5％

3.5％

■●b■中合■b■■｡CQ申●凸■●■凸●■●●｡◆守｡p早●①●DCUaCpG■｡‐●■●q

98.9％

1．1％

●＊●●･■●●■口申｡申？■争｡●■■■■■G●●●■●●■●●｡●■①◆■■●●句・pbq

100.0%

下欄は，被告人の逃亡・疾病によるいわゆる不動事件を除いたもの

741 174 258 227 56 25 1

;総数に対する
:割合*1 ．
●

,■GF■■■■■谷■■●■■■●｡■■■■ebC■●■4

累積

23.5％

●gGG■■■ご■■■■｡､●GD0DPQ●■●■｡｡■■●■●■QQD●DqOQqQ◆●B■

23,5％

34.8％
p

■■句●●｡e●号q●■●●■●●●■a■■●●GpeDqq◆凸●■●｡■■■●●旬■●■●ﾛ

色勺

58.3％

30.6％
■

e■●■D■●■｡■■■■■e●■■■e■D■■■●｡●q5q■●PC■号■■■■■■｡■■■

88.9％

7.6％

be●のp■弓■U■｡■●■｡■｡■■句■■qゆ■■■■■■■■q■句■■■●■●⑧●■qー

96.5％

3.4％

戸甲ゆ｡｡､｡■●■■pp｡■■■由■■●‐■■■･寺争■早車■■●■●の■●■｡■■■■■■

99.9％

0. 1%

■の牢p■｡■口■■｡■牢由■■■■■■中■句■■℃■申■‐■■■ロ■■■車●■？■●■■早

100.0％
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第9表
係属2年を超える刑事控訴未終局事件一覧表

(被告人の逃亡，疾病等によるいわゆる不動事件は除く）
（令和3年11月末）

~■ J1 T－pq零一戸可59勺b下土､『~…■□β戸ユ . 晶型罰ﾛ

’一一~~…~…~…－－~~一~一一I…~~~~一．一一…~~~… 〒一~~~‐

匡

部
事件名

（通称名）

審理長期化の事由

(進行状況）

受理年月日

(事件番号）

被告人氏名

●

ｊ

凸

Ｆ

Ｂ

Ｌ

グ

甲

召

限

り

■

Ｉ

■

４

Ⅱ

Ｕ

Ｂ

ｒ

■

Ｌ

０

ｆ

ｐ

ｂ

９

Ｊ

①

■

ロ

０

０

■

４

■

ｇ

■

■

■

ｂ

Ｌ

Ｌ

届

ワ

ゼ

ロ

〃

ｆ

Ｌ

Ｄ

も

も

■

ｆ

■

■

ａ

ｒ

Ｕ

２

０

■

夢

ｂ

■

△

６

勺

“

壱

ｐ

ｑ

Ｊ

ｈ
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第10表
抗告事件受理状況 （平成24年～令和3年8月末）
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【機密性2】

第11表

保釈に関する抗告審(東京高裁)の状況

令和3年の数値は,同年8月末日現在のものである。※

10

検察官抗告

既済
うち認容 認容率

被告人側抗告

既済
うち認容 認容率

平成23年 80 14 17.5％ 182 10 5.5％

平成24年 86 9 10 5％ 193 20 10 4％

平成25年 73 11 15 1％ 161 21 13 0%

平成26年 89 12 13 5％ 194 14 7 2％

平成27年 87 4 4 6％ 191 39 20 4％

平成28年 129 8 6 2％ 233 46 19 7％

平 戎29年 96 5 5 2％ 189 13 6 9％

平 f30年 115 11 9 6％ 190 26 13 7％

平成31〆令和元年 220 35 15 9％ 351 19 5 4％

令和2年 253 39 15 4％ 402 21 5 2％

令和3年 89 14 15 7％ 245 5 2 0％
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第12表

法廷警備要請件数

(平成23年～令和3年11月末）

11

年 度 件 数

I
H23 57件

H24 59件

H25 65件

H26 68件

H27 53件

H28 36件

H29 44件

H30 60件

H31/R1 44件

R2

11月末

66件

(61件）

R3

11月末
イ

(26件）
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裁判員裁判対象事件に関する統計資料一覧表

①､受理人員（令和2年1月1日～令和3年8月末）

〕
画
②終局区分別一覧表（令和2年1月1日～令和3年8月末）

謡
一
“
剛

*2:破棄自判有罪に対する割合
*3:執行猶予を付されたものに対する割合

総受理人員

裁判員関係

受理人員．

総受理人員に

対する割合

令和2年

8月末

2133

1373

191

104

9.0％

7.6％

令和3年

8月末
1494 120 8.0%

年
総数
(人員）

破棄自判

有罪 無罪 その他
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同移送
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③控訴審破棄率(東京高裁｡一審裁判員裁判）
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16（66（6

189

17（9.0%)’

7("Wi)i
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0(0.0%)

0(0.0%）

東京高裁裁判員数

破棄事件数(破棄率）

1項破棄数(同破棄率）

うち事実娯鹿数(同破棄串）

画U岩F謎~主紅Q向睡~韮割）
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の
剛

.6%)！
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1且_"M)L_2
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(26%） 9（4-5%）

(5.3%） 13（6.5%）

５
５
１

4（2.5%）

9（5.5%）

0(0.0%)

0(0.0%) 8（5.8%）6(5.8%） 3（1.2%） 14(5.7%） 10(5.3%） 10（5.3%） (3.1%）

注1)各破棄数につき.破棄理由が複数ある場合は,重複して計上した。

注2)令和3年の数値は,同年8月末日現在のものである。
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令和3年度

知的財産関係事件概況説明資料

知的財産高等裁判所
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第1表知的財産権に関する控訴事件(ネ)(行．)(新受｡既済･未済)件数年度別図表

【平成24年から令和3年まで】

種類 未 済既 済新 受
年

116 5510824

7010311825

10111614726

7317014227

6213112028

5211910929

61899830

5394861

70 57742

(66）

69

(94）(103）3

3(1月～11月） 8395

2(1月～11月） 596268

※平成26年以前の上記各統計値は,再審事件を含むものである。

※令和3年の件数は, 11月末日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した推計である。

累計(R3年1月～11月）
合計(R2年1月～12月） ×

累計(R2年1月～11月）
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第2表特許庁の審決に関する行政第一審事件(行ケ)(新受･既済･未済)件数年度別図表

【平成24年から令和3年まで】

種類
未 済既 済新受

年

29046324 457

21425 353 429

278 311 18126

269 17526327

190279 26428

16426329 237

129183 21830

166 1371 174

1301592 152

(165）

153

(130）(165）3

3(1月～11月） 125148

2(1月～11月） 126147136

※平成26年以前の上記各統計値は,再審事件を含むものである。

※最高裁判所行政局調べ
数値は,各庁からの報告を集計した概数であり,所定の修正を行うことがある。

※令和3年の件数は, 11月末日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した推計である。

累計(R3年1月～11月）
合計(R2年1月～12月） ×

累計(R2年1月～11月）
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第3表特許庁の審決に関する行政第一審事件(行ケ)の新受の種類別内訳

【平成24年から令和3年まで】

総数 特許 実用新案 意匠 商標

年
％ ％ ％ ％

9024 457 342 74.8 3 0.7 221 4．8 19．7

72272 2 7 20．425 353 771 06 20

11 1 40 50278 216 1 0．4 18．026 777

4 6627 263 191 2 0.8 1.5 25172．6

5728 279 190 6 261 93 20.468．1 22

101 4．2 62 262237 162 3 1.329 68．4

51 27991 4．930 183 121 66.1 2 1.1

1 52121 0 0.6 2991 174 0.0695

1 54 35.50 0．7152 97 63．8 02

(3)’ 18 (64）(165） (98） 38．83 594
ー

593 39．93(1月～11月） 148 86 0 0.0 20581

5011 07 36801 002(1月～11月） 136 851 62．5

※平成26年以前の上記各統計値は,再審事件を含むものである。
※最高裁判所行政局調べ
数値は,各庁からの報告を集計した概数であり,所定の修正を行うことがある。

※令和3年の件数は, 11月末日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した推計である。

累計(R3年1月～11月）
合計(R2年1月～12月） ×

累計(R2年1月～11月）
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第4表特許庁の審決に関する行政第一審事件(行ケ)の終局区分別内訳

【平成24年から令和3年まで】

種類 総数総数 判決 その他その他
年

％

｜％

％

｜
麺

％％

24 463 361 78.0 102 1 22．0102

25 429 332 77.4 9797 22．6

62 19．9

67 249

54 20．5

55 20．9

28 128

22.6

62 19．9

67 1 249

54 20．5

55 20．9

28 128

26 311 249 1 80．1

27 269 202 751

28 264 210 79.5

29 263 208 1 79．1

30 218 190 87.2

1 166 139 83.7 27 16．3

2 159 131 82.4 28 17．6

(165） (143）3 (22）867 13．3

3(1月～11月） 153 133 86.9 20 13．1

））2(1月～11月2(1月～11月 147 122 1 830122 83，0 2525 1 17．017．0

※平成26年以前の上記各統計値は,再審事件を含むものである。
※最高裁判所行政局調べ
数値は,各庁からの報告を集計した概数であり,所定の修正を行うことがある。
※令和3年の件数は, 11月末日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した推計である。

累計(R3年1月～11月）
合計(R2年1月～12月） ×

累計(R2年1月～11月）
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参考国際知財司法シンポジウムについて

知的財産高等裁判所では，最高裁判所，法務省，特許庁， 日本弁護士連

合会及び弁護士知財ネットとの共催で,平成29年から，欧米や東アジア，

ASEAN諸国の裁判官や弁護士らを招いて，国際的な知財紛争の司法判

断や近時のトピックをテーマとして，毎年， 「国際知財司法シンポジウム」

(JSIP)を開催している。 このシンポジウムを通じて，我が国の知財司法制

度や裁判に関する情報を国内外に発信するとともに，海外諸国の知的財産

制度に関する最新の情報を提供している。

今年10月20日から3日間の日程で開催した国際知財司法シンポジウ

ム2021は,新型コロナウイルス感染症に配慮して，昨年度に引き続き，

アジア各国の裁判官，弁護士及び審判官がオンラインで参加し， ライブ配

信で開催した。知的財産高等裁判所が担当したプログラムでは， 「特許権

の間接侵害」をテーマとして， 日本の裁判官，裁判所調査官及び弁護士が

模擬裁判を行い，続いて， 「特許権の間接侵害の国際比較」及び「民事裁

判における専門的知見の活用」をテーマとして， 日本， 中国，インド，韓

国の裁判官及び弁護士がパネルディスカッションを行った。

開催後，本シンポジウムのアーカイブ動画を, YouTube上で公開した。同

アーカイブ動画のURLとQRコードは，次のとおりである。

https://www.youtube.com/channel/UC8e_LoVO4a5G254ry87EaoQ


